
◎ 東日本旅客鉄道株式会社旅客営業規則の一部改正 

東日本旅客鉄道株式会社旅客営業規則（昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社公告第4号）の一部を次のように改正し、2023年10月1日から施行する。 

改正前 改正後 

（前略） 

 

（普通乗車券の特殊発売） 

第 27 条 旅客が列車内において普通乗車券の発売を請求する場合、当該列車の

係員が携帯する普通乗車券ではその請求に応じられないときは、普通旅客運賃

（第 66 条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受す

る場合はその合算額。以下この条において同じ。なお、旅客が旅客運賃割引証

を所持する場合又は旅客の請求する区間について旅客運賃割引の取扱いがで

きる場合であっても、無割引の普通旅客運賃とする。）を収受して、係員がそ

の携帯する普通乗車券によって乗車方向の最遠の駅又は乗継駅までのものを

発売し、同乗車券の券面に、途中駅まで発売した旨を表示する。 

２ 前項の規定は、第 21 条の２の規定により乗車券の発売区間に制限のある駅

において、その発売区間外の普通乗車券の発売の請求があった場合に準用す

る。 

 

３ 前各項の規定によって発売した乗車券を所持する旅客に対しては、前途の駅

又は車内において、これと引換に旅客の請求する区間の普通乗車券を発売す

る。この場合、既に収受した旅客運賃と旅客の請求する区間の普通旅客運賃（旅

客が旅客運賃割引証を提出した場合又は旅客の請求する区間について旅客運

賃割引の取扱いができる場合は、割引の普通旅客運賃）とを比較して不足額を

収受し、過剰額は駅（取扱箇所が車内の場合にあっては前途の駅）において払

いもどしをする。 

 

（以下略） 
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